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法制度の相違と概念フレームワークの導入

一一会計基準の国際的調和化の中で一一

I はじめに

地域レベルでの会計基準の国際的調和化の代

表的なものとして，ヨーロツパ連合（European

Union: EU）における調和化がある。 EUで、は，

地域内での経済統合を背景にして，個別財務諸

表に関する第4号指令（1978年，理事会で採択）

および連結財務諸表に関する第7号指令（1983

年，理事会で採択）を通じて会計基準の調和化

が行われてきた。しかし，近年， EUにおける会

計基準の調和化は，地域的なレベルからク、ロー

パルなレベルへと移行している。

会計基準のグローパルな調和化の動きは，企

業活動の国際化と国際資本市場の拡大を背景に

活発化している。この調和化については，国際

会計基準委員会（International Accounting 

Standards Committee: IASC）の歴史をみる

ことで明らかにすることができる。 1973年に10

か国の職業会計士団体により設立されたIASC

は，国際会計基準（InternationalAccounting 

Standards: IAS）を公表しつつも，当初各国へ

の影響は大きいものとはいえなかった。しかし，

1987年に証券監督者国際機構（International

Organization of Securities Commissions : 

IOSCO）がIASCへの支持を表明し， 1989年に

IASCが公開草案第32号「財務諸表の比較可能

性（Comparability of Financial Statements) J 

と「財務諸表の作成表示に関する枠組み

(Framework for the Preparation and Pre-

進 子喜美

sentation of Financial Statements）」，いわゆ

る概念プレームワークを公表した後， IASは，特

に国際資本市場において注目され， IASを何ら

かの形で導入する国が増えてきた。 2000年，

IASCによる「コア・スタンダーズ」はIOSCOに

より一括承認され， IASCおよび~IASの各国への

影響力はますます強まった。

IASCは，より効果的な活動のために戦略と

機構の見直しを行った結果， 1999年に戦略作業

部会（StrategyWorking Party : SWP）によっ

て作成された勧告に沿って機構改革を行うこと

となった。 2001年3月，新機構が確立し，その

中に国際会計基準審議会 (International

Accounting Standards Board: IASB）が誕生

した。 IASBは， IASCから会計基準を設定する

任務を継承した。上記の勧告では， IASCの目的

がより明確にされ，その目的を達成するための

戦略が提示されている。その戦略とは， IASC

は，会計基準の国際的な収数を目ざし，各国の

自主権を有する会計基準設定機関と緊密な提携

をして，共同の作業を行うというものである

(IASC[1999], pars.11&15）。これは，会計基

準設定のあり方の国際的調和化を促進するもの

であると思われる。なぜなら，各国がIASBの活

動を支持し， IASBと相互に関係し合うために

は，各国においてIASBと提携できるような会

計基準設定機関のあり方や設定プロセスを導入

しなければならないことになるからである。

以上のような会計基準および会計基準設定の

あり方の国際的調和化の進行という状況の中
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で，各国において，会計制度に概念フレームワー

クが導入されることが検討されると考えられ

る。なぜなら， IASBは，概念フレームワークを

公表し，それにもとづいて会計基準を設定する

アプローチをとっているからである。しかし，

IASBとの提携のためだけではなく，最初に概

念フレームワークを開発・公表した米国と同様

に，各国において，自国の会計制度のあり方に

関して解決すべき問題が生じ，その解決策とし

て概念フレームワークが導入されるということ

も考えられる。現在，概念フレームワークを公

表している国は，米国，カナ夕、，オーストラリ

ア，ニュージーランド，および英国であり，こ

れらの国々の法制度は，コモン・ローである。

これは，各国の会計制度のうち，法制度と関わ

る部分に概念フレームワーク導入の要因が存在

する可能性を示唆している。

そこで，本稿の目的は，会計基準および会計

基準設定のあり方の国際的調和化の進行という

現状を考慮に入れて，会計制度における概念フ

レームワークの導入について，法制度との関わ

りに焦点、をあてながら分析・考察することであ

る。

以下， II節では，そもそも概念フレームワー

クとは何であるかを明らかにするとともに，そ

の機能を明確にすることを試みる。次にIII節で

は，概念フレームワークの公表と法制度との関

係を検討する。続いて， II節とIII節にもとづき，

W節では，なぜコモン・ローの国で概念フレー

ムワークが導入されたのかを検討する。 V節で

は，会計基準の国際的調和化との関連で，会計

制度における概念フレームワークの導入を考察

する。最後にVI節でまとめを行う。

II 方法論からみた概念フレームワーク

II .1 社会科学における定式化

漬嶋他［1977］の「概念図式jの項（58頁）

では，概念図式，定義図式，および分析的概念

図式について，次のように述べられている。概

念図式とは，「科学理論もしくはそれをめざす定

式化において基礎となる，非理論的な定式化の

総称」である。概念図式は，基本的に定義図式

と分析的概念図式とに区別され，定義図式に，

論理的に真である言明が付加されたものが分析

的概念図式である。また，社会科学の定式化に

おいて，理論の定式化である理論的定式化と概

念図式のような非理論的定式化とは異なる種類

のものとして区別される（Runder[1966], p.28, 

邦訳40頁）。社会科学における定式化は，図 1の

ように整理される。

定義図式と分析的概念図式は，ともに理論の

定式化をめざしているわけではないが，究極的

にはある社会科学の理論の中に包含されると考

えてよい（Rudner[1966], p.31，邦訳45頁）。

理論の内部で定義図式と分析的概念図式が果た

図1 社会科学の定式化

「理論的定式化

｜ 理論の定式化社会科学｜
「 i 定義図式の定式化｜ ｜ 
L非理論的定式化…概念図式斗真または偽である文を何ら含まない定式化

Lづま析的概念図式

定義図式および論理的に真である少なくともひとつの文を含む定式化

潰嶋他［1977],58頁をもとに， Rudner・ [1966] pp.28-32 （邦訳， 40-46頁）を参考に作成
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す機能は，理論の演緯的精密化を助けることで

あり，理論の確認または否認を助げることであ

る（Rudner[1966], p.32，邦訳45頁）。また，

これらの図式が理論に包含されることは，その

ような理論の予測的および説明的用法を助ける

ことになるほudner[1966], p.32，邦訳45頁）。

定義図式と分析的概念図式は，経験的理論と

は異なる。たとえば，分析的概念図式と経験的

理論との違いは，分析的概念図式の中の論理的

に真である文は，図式内の諸定義および論理に

依存することによってのみ妥当化されうるので

あって，経験的仮説のように経験的な証拠固め

に依存することによって妥当化されるのではな

い（Rudner[1966], p.31，邦訳45頁） 1) 

概念図式は，ひとつの図式（体系）であるけ

れども，それ自体，経験的に検証可能な理論で

あろうとしているのではないといえる。また，

概念図式は，それが含まれることとなる理論の

内部で，理論を補強する役割を果たすといえる

であろう。

II .2 会計における概念フレームワーク

会計の領域で概念フレームワークと呼ばれる

もの（以下，単に概念フレームワークという）

には，表 1で示される，米国，カナダ，オース

トラリア，ニュージーランド，英国における刊

行物，および，すでに述べたIASC概念フレーム

ワークカまある。

これまで公表された概念フレームワークで

は，米国およびオーストラリアにおける概念プ

レームワークの各号の表題（表 1）やカナダ，

ニュージーランド，および英国における概念フ

1) 井上［1995］では，財務会計論における理論形成が

明らかにされるとともに，財務会計論におけるアプ

ローチの中で，「準拠枠」および「概念図式jがどのよ
うに用いられるかが示されている（25-32頁）。

レームワークの構成（表 2）が示すように，同

様の論理構造の中で，財務報告あるいは財務諸

表に関する諸概念が定義されている。各国およ

びIASCの概念プレームワークに影響を及ぼし

た米国の「財務会計概念書」（以下， SFACシリー

ズという）は， FASBが財務会計基準および財務

報告基準を形成する場合に用いる基本目的なら

びに諸概念を確立することを目的としている

(FASB [1978］，前文）。同様の目的が，各国の

概念フレームワークにおいても述べられてい

る。また，各国の概念フレームワークで提示さ

れている，概念フレームワークの期待される機

能を要約・整理すると表3のようになる。

方法論の視点から概念フレームワークを検討

することを通じて，概念フレームワークとは，

社会科学の定式化における分析的概念図式に近

いものであると判断でき，会計における概念フ

レームワークの以下のような機能が明らかにな

る。概念フレームワークは，自ら会計理論であ

ることを目ざしていないが，会計基準設定のた

めの会計理論に包含されることにより，そのよ

うな理論の演縛的精密化を助けたり，理論の確

認または否認を助けたりする。また，概念フレー

ムワークは，会計基準設定のための会計理論の

予測的および説明的用法を助ける。

皿 概念フレームワークと法制度

（コモン・口ーと大陸法）

現在まで会計制度に概念フレームワークを導

入している，米国，カナダ，オーストラリア，

ニュージーランド，および英国は，コモン・ロー

と呼ばれる法制度をもっ国々である。

英国で形成されたコモン・ローに対比するも

のとして，ヨーロッパ大陸の法制度である大陸

法がある2）。コモン・ローと大陸法は，西ヨー
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表 1 米国，カナダ，オーストラリア，ニュージーランド，および英国における概念フレームワークとそれらの公表年月

米国

財務会計概念書（Statementof Financial Accounting Concepts) ｜財務会計基準審議会

第 1号営利企業の財務報告の諸目的（Objectivesof Financial Reporting by Busi”I (Financial Accounting 

ne路 Enterprises) 1978年11月lStandards Board : 

第 2号会計情報の質的諸特徴（QualitativeCharacteristics of Accounting Infor-I FASB) * 
mation) 1980年12月

第 4号非営利組織の財務報告の諸目的（Objectivesof Financial Reporting by 

Nonbusiness Organizations) 1980年12月

第 5号 営利企業の財務諸表における認識と測定（Recognitionand Measurement in 

Financial Statements of Business Enterprises) 1984年12月

第 6号財務諸表の諸要素（Elementsof Financial Statements) 1985年12月

これは， 1980年12月に公表された，第 3号営利企業の財務諸表の諸要素

(Elements of Financial Statements of Business Enterprises）の改訂版で

ある

第 7号会計測定におけるキャッシュ・フロー情報と現在価値の利用（Using Cash 

Flow Information and Present Value in Accounting Measurements) 

2000年 2月

カナダ舟

財務諸表の諸概念（FinancialStatements Concepts) 1988年12月 ｜カナダ瀬許会計士協会

オーストラリア

1991年 3月改訂 I(Canadian Institute of Char-
tered Accountants : CICA）カ

会計概念書（Statementof Accounting Concepts) ｜オーストラリア会計研究財団

第 1号報告エンティティの定義（Definitionof the Reporting Entity) I (Australian Accounting 

1990年 8月 IResearch Foundation : 

第 2号一般目的財務報告の目的（Objectiveof General Purpose Financial Report-I AARF）カと会計基準検討審

ing) 1990年 8月｜議会（AccountingStandards 

第 3号財務情報の質的諸特徴（QualitativeCharacteristics of Financial Informa-I Review Board: ASRB）※ 

tion) 1990年 8月 I1991年以降は，ASRBに替わっ

第 4号 財務諸表の諸要素の定義と認識（Definitionand Recognition of the Ele-J て，オーストラリア会計基準審

men臼 ofFinancial Statements) 1995年 3月｜議会（AustralianAccounting 

これは， 1992年 3月に公表された，第 4号財務諸表の諸要素の定義と認識 IStandards Board: AASB）※ 
の新版である

ニュージーランド

一般目的財務報告概念書（Statementof Concepts for General Purpose Financial ｜ニュージーランド会計士協会

Reporting) 1993年 6月 I(New Zealand Society of 

英国

財務報告原則書（Statementof Principles for Financial Reporting) 

Accountants : NZSA）女

1999年12月｜会計基準審議会（Accounting

Standards Boar吐： ASB)* 
※は，パブリック・セクター すは，プライベート・セクター職業会計士団体の機関

＊は，プライベート・セクター

職業会計士団体から独立し，メンバーや資金に関して，企業会計に関わる各界が参与する

NZSAは， 1996年，ニュージーランド勅許会計士協会（Instituteof Chartered Accountants of New Zealand: ICANZ) 

に改称
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表2 カナダ，ニュージーランド，および英国における概念フレームワークの構成

カナダ「財務諸表の諸概念」

・目的（purpose）および範囲

・財務諸表の目的（objective)

．コスト・ベネフィットの制約

．重要性

・質的諸特徴

．財務諸表の諸要素

・認識の規準

－測定

・一般に認められた諸原則

ニュージーランド「一般目的財務報告概念書」

－報告エンティティ

．一般目的財務報告の諸目的

．質的諸特徴

・一般目的財務報告書の作成の基礎にある諸仮定

．質的諸特徴に対し影響を及ぽすもの

・一般目的財務報告書の財務的諸要素の定義と認識

・一般目的財務報告書の非財務的諸要素の定義と認識

．測定の基礎

英国「財務報告原則書J

．財務諸表の目的

・報告エンティティ

－財務情報の質的諸特徴

．財務諸表の諸要素

・財務諸表における認識

．財務諸表における測定

．財務情報の表示

・他のエンティティに対して持つ利権（interestsin other entities）の会計

ロッパにおいて，もともと同じものであったが，

13世紀頃分離して，その後それぞれに発展して

きた（木下［1999],163頁）。コモン・ローと大

陸法の体系的特徴のうち，法規範のあり方と関

わると思われる特徴を挙げると表4のようにな

る。

Meek & Saudagaran [1990］は，法制度と

会計との関係について次のように述べている

2）比較法学では，法規範のまとまったひとつの体系で

ある法秩序の分類が試みられる。比較法学の分類では

コモン・ローと大陸法とは必ず区分される。法秩序の

分類およびコモン・ローと大陸法との区分については

大木［1992］あるいは木下［1999］を参照のこと。

(p.150) 0 「法典法の国では…会計ルールは法律

に組み込まれ，高度に規範的で手続に関するも

のとなる傾向にある。コモン・ローの国では…

会計ルールは職業会計士によって決定され，そ

れらはより適用性があり革新的である傾向にあ

る。J

大陸法の国では，制定法主義という考え方か

ら会計基準が法典化されることが適合的であ

るといえる。また，大陸法では，会計基準が規

定されている法典，および，さまざまな法典が

含まれる法体系全体は，演縛的に体系化される

ことが目ざされている。これは，大陸法の国に
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表 3 概念フレームワークの期待される機能

期待される機能 提示箇所 II. 1で示された方法論的機能

①会計基準の設定者にとって，会計基準を開発 FASB [1978］，前文 概念フレームワークが包含される理論

あるいは検討する際の指針となる CICA [1991], par.2 ここでは会計基準設定のための理論の

AARF & AASE [1995], 演鰐的精密化あるいはそのような理論

par.5 の確認または否認を助ける

NZSA [1993], par.1.1 

ASB [1999], par.2 

②財務諸表あるいは財務報告の利用者，監査人， FASB [1978］，前文 上記の理論の説明的用法を助げる

およびその他の関係者にとって，情報を理解 AARF & AASE [1995], 

する際の援助となる par.6 

NZSA [1993], par.1.1 

ASB [1999], par.4 

③財務諸表あるいは財務報告の作成者および監 FASB [1978］，前文 上記の理論の予測的用法を助ける

査人にとって，適用できる会計基準がない場 AARF & AASE [1995], 

合，新しい会計問題を分析・解決する際の指 par.6 

金十となる NZSA [1993], par.1.1 

ASB [1999], par.4 

④財務諸表の作成者および会計実務家（監査人） CICA [1991], par.2 上記の理論の説明的あるいは予測的用

にとって，一般に認められた会計原則の適用に

関して専門的判断をする際の指針となる

おける会計基準の設定に際して，会計に関する

統一的な法学的理論が存在し，そのような理論

には法学的ではあるが，その果たす機能から会

計に関する概念フレームワークといえるものが

暗黙に含まれていることを意味していると思わ

れる。

コモン・ローの国では，コモン・ローの体系

的特徴から，会計基準が，具体的会計問題を実

用的に解決する形で，制定法化されずに設定さ

れることが適合的であるといえる3）。しかし，近

3）コモン・ローの国である英国では， 1981年， EU（当

時のEC）第4号指令を圏内法化するため，会社法に詳

細な会計規定が新設された。指令とはEU法令のひと

つであり， EUが指令を採択すると，各国は指令に従っ

て圏内法や行政規則を改正する必要が生じる（藤井

[1999], 137頁）。 1981年の詳細な会計規定の新設は，

大陸法の特徴である制定法主義のEU統合を介した英

国への影響であるといえる。しかし，英国では，会社

法の会計規定における「真実かつ公正な概観の原則j

およびその原則のための離脱規定によって，コモン・

ロー的な会計基準の設定が持続していると考えられ

る（進［2001],98頁）。

法を助ける

年のコモン・ローの国における概念フレーム

ワークの公表は，法制度と適合的であった既存

の会計基準の設定のあり方が変化しているこ

と，すなわち，会計基準の設定が演緯的に取り

組まれるようになったことを意味している。概

念フレームワークの公表は，コモン・ロー的会

計基準の設定において，次の 2つの必要，①会

計基準の設定が理論的に首尾一貫して設定され

る必要，②そのような理論の基礎となる概念フ

レームワークが公表される必要が生じたことを

表しているであろう。

次節では，それではなぜ，コモンー・ロー的

会計基準の設定において，会計基準の設定が理

論的に首尾一貫して取り組まれなければならな

くなったのか，および，概念フレームワークが

公表という形をとらなげればならなかったのか

を考察する。
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コモン・ロー 大 陸 法

・プラグマテイズム的体系 ・論理的体系

・判例法主義 －制定法主義

－法典を編纂しない －法典を編纂する

商事法のような特定の法領域を法典の 法学者の学説が大きな役割を果たす

形式に改める場合もあるが，その場合 全法領域を組織化された体系として把

は判例法をまとめた法典化法としての 握しようとする

性格が強い

－経験主義的 ・理論的で文献的

木下［1999］，「大陸法系Jについての章（162-200頁）および「英米法系」についての章（201235頁）にもとづいて作

成

N コモン・口一的会計基準の設定に

おける概念フレームワークの導入

N .1 会計基準の設定における演緯的取り組み

の必要

各国の概念プレームワーク，および，公表機

関による，概念フレームワークに関する刊行物

を検討することにより，会計基準が論理的体系

の中で演f律的に設定されようとしていることが

わかる。たとえば， FASB[1976］によると，概

念フレームワークは，「一貫した諸基準をもたら

すことができ，かつ財務会計および財務諸表の

性質，機能，限界を規定する，相互に関連した

目的と基本概念（fundamentals）の脈絡ある体

系，すなわち一種の『憲法Jである」（p.2，邦訳

5頁）。また，各国の概念フレームワークで提示

されている，概念プレームワークの期待される

機能（表3）から，概念フレームワークに，会

計基準設定のための統一的会計理論の基礎とな

ることがもとめられていると判断できる。

Sprouse [1983］は，米国におけるSFACシ

リーズの公表に至る経緯について，次のように

述べている（p.51）。概念フレームワークの開発

は， FASBの最初の 7つの討議事項（研究・開発

費，偶発事象，リース，外貨換算，セグメント，

重要性，および概念フレームワーク）のひとつ

であった。これらの 7つのプロジェクトのうち，

最初の 6つの技術的なプロジェクトの進行に

よって，会計問題を分析するための共通の基礎，

そして首尾一貫しており批判に耐えうるような

問題解決に到達するための共通の基礎として役

立つ基礎的概念の必要がいっそう認められた。

FASBは，アメリカ公認会計士協会（American

Institute of Certified Public Accountants : 

AICPA）の「財務諸表の目的」を扱うスタ

ディー・グループによる研究成果を取り入れ，

1978年以降のSFACシリーズ、の公表に至った。

以上のように，技術的プロジェクトにより，

概念フレームワークが導入される必要が生じた

ことから，以下のことが考えられる。概念フレー

ムワーク導入のひとつの背景として，会計と関

わる企業活動の多様化や複雑化，および，会計

処理の対象となる企業取引の多様化や複雑化が

あった。コモン・ローに適合的な会計基準設定

アプローチは， III節で考察したように，具体的

問題を個別に解決するという，いわゆるケー

ス・パイ・ケース・アプローチであり，実際，

概念フレームワークの公表までは，そのような

アプローチがとられてきた。しかし，ケース・

パイ・ケース・アプローチによる会計基準の設

定は，設定された会計基準相互間に矛盾を引き
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起こす。また，そのような矛盾が認識され始め

ると，ケース・パイ・ケース・アプローチによっ

て設定された会計基準に従って作成された財務

諸表の信頼性は低下し始めると思われる。企業

取引の多様化や複雑化によって，そのような取

引のための会計処理を決定したり，会計基準を

設定したりすることがもとめられるようになる

と，上記のようなケース・パイ・ケース・アプ

ローチのもつ問題点が顕在化し始め，解決され

なければならなくなるであろう。その結果，会

計基準の設定が理論的に首尾一貫して取り組ま

れなければならなくなったと思われる4）。

N.2 概念フレームワークが公表という形で導

入される必要

コモン・ローの国では，会計基準は，職業会

計士により，あるいは職業会計士を中心に設定

される。

1970年代以降，表5が示すように，職業会計

士団体による会計基準の設定に変化がみられ

る。変化の内容は次の 3つに整理できる。①会

計基準の設定機関あるいはそれらの設定する会

計基準に対して法的根拠が与えられるように

なった。②米国および英国では，会計基準の設

4）津守［1981］では，米国の会計原則に対するアメリ
カ会計学会（AmericanAccounting Association : 
AAA）の「理論的・概念的アプローチ」が指摘されて

いる。津守［1981］はまた，米国の会計原則が直接的

統制と公的統制に対する回避形態である「公開私的

統制Jの申し子であり，「選択基準」＝「相対的会計自

由」をその要石としている限り， AAAの「理論的・概

念的アプローチ」が，会計実務の変化に直面したこと

による会計原則の破綻をつくろうことは不可能であ
ろうと述べている（83頁）。本稿では，会計処理の対象

となる企業取引の変化に応じて，会計基準が概念フ
レームワークを用いて演緯的に設定される必要が生

じたことを指摘することにとどまっており， AAAの
「理論的・概念的アプローチ」が会計基準の設定に何
らかの形で影響を及ぽしていたのかどうか，あるい

は，概念フレームワークの導入により，現実として，

会計基準が理論的に首尾一貫して設定されることに

なるのかどうか等については検討していない。

定が職業会計士を中心に行われるとはいえ，設

定機関は職業会計士団体から独立し，そのメン

ノてーや資金に関して企業会計に関わる各界が参

与するようになった。③オーストラリアおよび

ニュージーランドでは，パブリック・セクター

の機関によって認可された会計基準を遵守する

ことがもとめられる，会計基準の認可制度が導

入された。これらの変化は，会計基準の設定機

関およびそれらの公表する会計基準に正統性が

与えられ，かつ，会計基準の規範性が強化され

ることを意味していると思われる。しかし職業

会計士によって会計基準が設定されるという本

質は維持されている。

上記のような会計基準の設定における変化と

概念プレームワークの公表とは関係していると

思われる。

Sprouse [1983］は， 1972年に活動を始めた

FASBについて，「その構造とプロセスには，前

任者の構造と活動について認められた欠点を是

正しようとするいくつかの特徴がみられる」（p.

47）と指摘し，そのような特徴として次の 5つ

を挙げている。①独立性：いかなる利害グルー

プからも独立，②広範な参加： FASBを含む会

計基準設定機構の各機関への各界からの参加，

③会計基準に関する研究のより聞かれたあり

方：入念な研究準備，ディスカツション・メモ

ランダムの公表，公聴会の開催，および公開草

案の公表など，④FASBのステートメントに対

する権威ある立場，⑤公表物に関する概念的な

基盤（概念プレームワーク）の開発。 Sprouse

[1983］の列挙した 5つの特徴から， FASBや

FASBの公表物に対して正統性，中立性，および

規範性が期待されていたことがわかる。このこ

とから，概念フレームワークの導入も， FASBの

会計基準設定に，正統性および中立性を付与し，

かつ規範性を強化するためであったといえる。
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表5 会計基準設定の変化と概念フレームワークの公表

概念フレームワーク公表近くの会計基準設定の変化
概念フレームワー

クの公表

1972年 FASB＊が設立される（FASBは， AICPAの会計原則審議会｛AccountingPrinciples 1978年第1号

Board）に替わる） 1980年第2号

米 1973年証券法および証券取引所法を背景に，証券取引委員会による会計連続通牒 1980年第3号

(Accounting Series Release : ASR）第150号が， FASBおよびFASBの設定する 1980年第4号

会計基準に対して法的根拠を与える 1984年第5号
国 1985年第6号

（第3号の改訂）

2000年第7号

1975年 カナダ連邦事業会社法が，レギュレーションの部で，財務諸表の作成にあたって， 1988年
カ CICAによる会計勧告書（CICAハンドブックに組み入れられる）に準拠しなければ 1991年改訂

ナダ ならないと規定する

各州の会社法および証券法もこれにならう

1983年会社法が，財務諸表の作成にあたって，認可された会計基準に準拠しなければなら 1990年第1号

オ ないと規定する（会計基準の認可制度の導入） 1990年第2号

ス
1984年 ASRB※が設立される 1990年第3号

ト 1988年 ASRBが， AARFの中の会計基準審議会（AccountingStandards Board）交を併 1992年第4号
フ 合する 1995年第4号
リ
ア 1991年 AASB※が設立される（AASBは， ASRBに替わる） （新版）

1989年の証券委員会法が， AASBに対して法的根拠を与える

1993年財務報告法が，財務諸表の作成にあたって，認可された会計基準に準拠しなければ 1993年

一 ならないと規定する（会計基準の認可制度の導入）ニL

1993年 ASRB(Acconting Standards Review Board）※が設立される
ジ 財務報告法が， ASRBに対して法的根拠を与える

フ 財務報告法は， NZSAのFRSB(Financial Reporting Standards Board）交を，
ン 会計基準を作成しASRBに認可をもとめる，会計基準の習慣的源泉（frequent
ド

source）であると規定する

1990年 ASB＊が設立される（ASBは， 6つの職業会計士団体が組織する会計団体合同諮問 1999年

委員会の管理下にある会計基準委員会に替わる） 1991年以降， ASB

1989年の会社法の新規定およびそれにもとづく省令が， ASBおよびASBの設定する は個々の章ごとの

会計基準に対して法的根拠を与える 一連の草案，およ
英 び，それらを修正

した全体の公開草

国
案（1995年， 1999

年）を公表草案

の中の諸原則は，

会計基準設定に影

響を及ぼしている

※は，パブリック・セクター 交は，プライベート・セクター職業会計士団体の機関

＊は，プライベート・セクター

職業会計士団体から独立し，メンバーや資金に関して，企業会計に関わる各界が参与する

会計基準の設定に関して，カナダについては政岡［1993］および向［1998］，オーストラリアについてはWalker[1992] 

および太田［1993］，ニュージーランドについてはPerera& Rahman [1997］，英国については原［1993］，概念フレー

ムワークの公表に関して， ASB[2001］を参考に作成
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オーストラリア，ニュージーランド，および英

国においても，会計基準の設定の変革と概念フ

レームワークプロジェクトの進行や公表とは，

時を同じくして行われている乳

ここで，会計基準の設定の変化と概念フレー

ムワークの公表との間に比較的長い年数のある

カナダの場合を考察してみたい。カナダはコモ

ン・ローの国であるが，大陸法の影響もみられ

る（ケベック小卜［はフランス法の影響下にあ

る） 6)。カナダでは， 1975年，カナダ連邦事業会

社法が，レギュレーションの部で，財務諸表の

作成にあたって， CICAによる会計勧告書

(CICAハンドブックに組み入れられる）に準

拠しなければならないと規定する。その後，

CICAは， 1988年に，「財務諸表の諸概念」を公

表している。

Agrawal et al. [1989]は，カナダにおける

会計基準の設定のあり方と概念フレームワーク

の導入について以下のように述べている (p.

241)。CICAハンドブックは法の強制力を与え

られているため， CICAが事実上立法を行って

いるといえる。このような法の介入は会計基準

の設定に関して非常に有効である一方で，

CICAは大きな責任を負うこととなる。それゆ

え， CICAが，法設定機関 (lawsetter) として

の地位で何らかの論争のある概念フレームワー

5)たとえば， ASB[2001]によると，「財務報告原則書」

は1999年に公表されたが，その起源は， ASBが設立さ

れるべきであると勧告した， Dearingを委員長とする

委員会報告書 (1988年公表）にある。
6)バーンズ [1991]によると，カナダの法システムは，

初期の段階では英国の強い影響のもとにあったが，今

日ではコモン・ローと市民法典の両要素で構成されて

いる (15頁）。カナダ10小11のうち 9州の私法はコモン・

ローの原則に，残りのケベック州の私法は大陸法の原

則にもとづいている（同上15頁）。カナダの主たる公法

である憲法および刑法の法源は，憲法制定法と刑法典

という制定法であるが，裁判所で制定法の法規定を解

釈するにあたっては，過去の判例も調べなければなら

ない（同上15頁）。

クを支持することは困難である。 Agrawal et 

al. [1989]は，以上のことが， CICAが，概念フ

レームワークに関する研究書「Corporate Re-

porting : Its Future Evolution」(1980年）の公

表以後，概念フレームワークの開発にあまり関

心を示さない理由のひとつであると結論づけて

いる。「CorporateReporting : Its Future Evo-

lution」の著者であるEdwardStampもまた，米

国とカナダの会計士間に存在する密接な結びつ

きを考えるとき，カナダにおいて概念フレーム

ワークの開発に関心がほとんどないのは驚くべ

きことであると指摘した (Stamp[1983], p.90)。

カナダでは， CICAの設定する会計基準に法と

しての地位が与えられたため， CICAの設定す

る会計基準に正統性，中立性，および規範性を

付与する必要が生じず，概念フレームワークの

開発が早急に取り組むべきプロジェクトとはな

らなかったと思われる。

以上の検討を通じて以下のことが考えられ

る。職業会計士による会計基準の設定という本

質を変えずに，そのように設定された会計基準

に正統性，中立性，および規範性を付与する変

革が，会計基準の法的地位を強めることや概念

フレームワークの公表であった鸞この背景に

は，企業のもつ公共性が高まり，企業および企

業会計が，社会的かつ経済的により重要な役割

を演じるようになったことがあるであろう。

7)津守 [1979]は，企業会計の統制という視点から，

米国における概念フレームワークの導入について次

のように述べている (78頁）。「『私的統制』の弊害が極

度に達し，『公的統制』への移行がもはや不可避である

がごとき極限にまで到達しながらも，・・・『私的統制』

への強烈な志向を背景として，公的セクターの監督下

における『私的統制』の維持といういわば苦肉の策に

訴えざるをえなくなっている…しかし，…『私的統制』

の枠内にとどまるかぎり，『公的性格』を証明する何か

が必要とされる…そのひとつが『概念的アプローチ

(conceptual approach)』への傾斜…であろうことは，

ほぼ確実である。」
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v 会計基準の国際的調和化の進行と

概念フレームワーク導入

概念フレームワークの導入の新しい背景とし

て，会計基準の国際的調和化の動向を指摘する

ことができる。会計基準の国際的調和化のため

の概念フレームワークの導入とは，次の 2つの

意味においてである。①会計基準の国際的調和

化のために会計基準の設定のあり方が調和化さ

れることがもとめられ，そのために概念フレー

ムワークが導入される。②会計基準の国際的調

和化のために，国際的に調和化された概念フ

レームワークが導入される。

①については， I節で述べたような， IASCに

おける，より効果的な活動のための戦略の見直

しから理解できる。そのような見直しの結果，

IASBは，各国の会計基準設定機関と緊密な提

携をして，共同の作業をすることを目ざすこと

となった。 IASBは，概念フレームワークを公表

し，それにもとづいて会計基準を設定するアプ

ローチをとっているため，各国においても基準

設定に同様のアプローチの必要が認識され，概

念フレームワークの公表が検討されることとな

る。

②については，たとえば，以下の会計基準設

定機関による 2つの記述から理解できる。

AARF & AASE [1995]は，概念フレームワー

クと財務報告の国際的比較可能性との関係につ

いて，次のように述べている (par.13)。財務報

告の国際的比較可能性の向上は，各国の基準設

定機関が首尾一貫した概念フレームワークを用

いて会計基準を設定するならば，より効率的に

達成されることができる。オーストラリアの会

計基準設定機関は，財務報告の国際的比較可能

性の向上を目ざしており，外国の基準設定機関

とともに概念フレームワークのさらなる調和を

探究するであろう。また， ASE[2001]は，「財

務報告原則書」に至る一連の草案を，諸外国の

概念フレームワークの内容と類似するIASCの

概念フレームワークにもとづいて開発した理由

を次のように述べている。「ASBは，世界の会計

実務が，一組の世界で認められた会計基準

(globally accepted standards) に収欽する必

要があると信じている。しかし， ASBはまた，

関係するすべての基準設定機関によって共通の

一組の原則が採用されないならば，そのような

収敏は困難であると思っている。なぜなら，会

計問題を分析し，相違を解決する首尾一貫した

アプローチをとることができるのは，共有する

諸原則によってうみだされる言語を手段とする

場合だけであるからである。」

II節で述べたように，各国の概念フレーム

ワークは，同様の論理構造，すなわち，まず財

務報告あるいは財務諸表の目的が明らかにさ

れ，次にその目的に照らして会計情報の質的特

徴が明確にされ，その後に財務諸表の諸要素，

および，それらの認識と測定が体系的に提示さ

れていくという構造を有している。そこで，概

念フレームワークにおいて，最初に提示される

財務報告あるいは財務諸表の目的が，概念フ

レームワーク全体を規定するといえる。各国お

よびIASCの概念フレームワークで提示されて

いる財務報告あるいは財務諸表の目的の要約は

表 6のとおりである。

これまで公表された概念フレームワークにお

ける財務諸表あるいは財務報告の目的は，利用

者が経済的意思決定を行ったり，（経済的）意思

決定を評価したりするために有用な情報を提供

することであるといえる。そこで，このような

概念フレームワークが基礎となり確立された会

計理論によって設定される会計基準が反映する



-62 - 経済論究第 111 号

会計の機能は，先進諸国でみられる会計の 4つ

の機能，すなわち①分配裁定指標の提供，②投

資・与信意思決定のための指標の提供，③経営

者の業績評価の指標の提供，および④国家のマ

クロ経済計画へ貢献するデータの提供（徳賀

経営者の業績評価の指標を提供する機能をもっ

会計の国際的調和化であることが明らかにな

るD

以上の検討にもとづいて，会計基準の間際的

調和化のために，各国で概念フレームワークを

導入することについて，以下，既存の法制度と

の関わりに焦点をあて考察する。

[2000], 109頁）のうち，②と③の機能に限ら

れることとなる。このことにより，概念フレー

ムワークの調和化によって達成されようとして

いる会計基準の国際的調和化とは，投資・与信

意思決定のための指標を提供する機能，および，

まず，概念プレームワークを導入することは，

W節で指摘したように，コモン・ロー的会音十基

準の設定の中で生まれたといえる制度的要素

表6 概念フレームワークで提示される財務報告または財務諸表の目的

米国 営利企業の一般目 現在と将来の投資者，債権者，およびその他の利用者にとって，合理的な投

的外部財務報告の 資，与信，およびこれに類似する意思決定を行うために有用な情報を提供す

目的 ること（pars.32&34)

投資者および債権者のニーズを満たすために提供される情報は，その他の情：

報利用者集団の構成員にとっても有用である（par.30)

カナ夕、 財務諸表の目的 投資家，メンバー，出資者，債権者およびその他の利用者にとって，資源配

分の決定を行うため，かっ／あるいは，経営者のスチュアードシップを評価

するために有用な情報を伝達すること（par.15)

オーストラリア 一般目的財務報告 利用者にとって，希少資源の配分について意思決定を行い，かっ意思決定を

の目的 評価するために有用な情報を提供すること（par.26)

上記の目的を満たす時，一般目的財務報告書は，経営者および理事会が利用

者へのアカウンタピリティを果たす手段ともなる（par.27)

ニュージーランド 一般目的財務報告 利用者にとって，以下の（a)(b)(c）のために有用な情報を提供すること

の目的 (a）財務業績とサービス業績，財務状態，およびキャッシュ・フローを評価

する

(b) 立法，規制，コモン・ロー，および契約上の取り決めへの準拠を評価す

る

(c) 資源を提供することあるいは取り引きすることに関して意思決定を行、う

(par.3 .1) 

財務報告は，（a）と（b）のようなアカウンタピリティの役割と（c）のような情報を

与える役割を有しており，これらの役割の相対的な重要さは利用者およびセ

クターによって異なる（par.3.1)

英国 営利企業の財務諸 広範な利用者にとって，経営者のスチュアードシップを評価し，かつ経済的

表の目的 意思決定を行うために有用な情報を提供すること（p.16)

上記の目的は，現在の投資家および潜在的投資家すなわち利用者のうち特徴

的なクラスの人々の情報ニーズに焦点をあてることによって満たされること

ができる（p.16)

IASC 財務諸表の目的 広範な利用者にとって，経済的意思決定を行うために有用な情報を提供する

こと（par.12)

財務諸表はまた，経営者のスチュワードシップあるいは経営者に委ねられた

資源に対するアカウンタピリティの結果も表示する（par.14)
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を，大陸法の国の会計制度にも受け入れること

を意味するといえる。言い換えれば，大陸法の

国における，会計基準が法典化される，すなわ

ち会計基準が演鐸的に設定され，かつ会計基準

が正統性，中立性，および規範性を有するとい

う既存の会計制度の中で，必ずしも必要とされ

ないかもしれない概念フレームワークの公表が

行われることとなる。しかし，概念フレームワー

クの導入と大陸法の法制度とは組離をきたさな

いとも考えられる。なぜなら，概念フレームワー

クの導入は，会計基準が演緯的に設定されるこ

とであり，これは大陸法のアプローチであるか

らである。また， IASBの会計基準設定プロセス

との提携を目ざして，大陸法の国の会計制度に，

プライベート・セクターの機関によって会計基

準が設定される仕組みが何らかの形で導入され

る場合には，そのように設定された会計基準の

法的地位を強めることや概念フレームワークの

公表が必要となってくるといえるであろう。

次に，会計基準の国際的調和化のために概念

フレームワークを導入することは，上記の②お

よび③の機能をもっ会計の国際的調和の達成を

目ざしていることを意味するといえる。そこで，

もし，たとえば，①の機能を有するような会計

とそのための会計基準が法典化されている国に

おいて，会計の機能を②と③の機能に限定する

ような概念プレームワークが導入されるとする

ならば，導入国では，そのような概念フレーム

ワークにもとづいて設定される会計基準と既存

の会計基準との共存あるいは融合，並びに，新

しい概念フレームワークと会計基準が法典化さ

れる際の基礎となっている暗黙の法学的概念フ

レームワークとの共存あるいは融合のための調

整が必要となるであろう。大陸法の法制度を有

するドイツでは，商法典を中心に，商法典・株

式法と税法関連法規が結びつく形で，会計基準

が設定されてきた。また，商法典が多くの会計

規定を有している。近年， ドイツでは，この枠

組みの中で，会計基準の国際的調和化をにらん

で次のような変化，すなわち，（a）資本市場指向

企業の連結財務諸表に限定して， IASや米国の

会計基準に従って連結財務諸表を作成すること

を認めたこと，（b）上場会社を適用対象とする証

券取引法関連法規における会計規定が充実して

きたことが生じた8)（潮崎［2001b],1-3頁）。（a)

と（b）の変化は，既存の会計基準と新しく導入さ

れる会計基準との共存のための調整であり，（b)

により，会計基準の国際的調和化のための概念

フレームワークの導入が可能となるであろう。

なぜなら，証券取引法でいう会計とは，国際的

に調和化されようとしている会計，すなわち上

記の②と③の機能を有する会計であるからであ

る。ドイツの例は，大陸法の国における概念フ

レームワークの導入と既存の会計制度との調整

のひとつのあり方を示していると思われる九

VI おわりに

以上における検討結果を要約すると以下のよ

うになる。

まず，概念フレームワークの方法論的機能，

8）ドイツにおける（a）および（b）の変化は，自国の経済環

境の変化に応じたものであるとも考えられる。潮崎

[2001a］によると， 1990年代に入って，ドイツの企業

金融形態が従来の相対型間接金融から市場型直接金
融へ移行し，証券市場が急速に拡大している（86頁）。

証券市場が発達すること，すなわち社会における証券

市場の影響が大きくなることにより，証券取引法系の

法律を通じて，会計への規制が強化され，また，投資・

与信意思決定のための指標を提供するような会計が
重視されることとなる。

9）概念フレームワークに関する研究委員会編［2001]

では，日本における明示的な概念フレームワークの必

要性がさまざまな視点、から示され，日本における概念

フレームワークのあり方，並びに，概念フレームワー

クの公表と関わる制度的問題および内容に関する諸
論点が検討されている｛529-650頁）。
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および，会計基準の設定と法制度との適合性を

検討することを通じて，コモン・ローの国で概

念フレームワークが導入された次の 2つの意義

が明らかになった。①会計処理の対象となりう

る企業取引の多様化や複雑化が進む中で，会計

基準が理論的に首尾一貫して設定される必要か

ら概念フレームワークが導入された。既存の会

計基準設定アプローチはコモン・ローと適合的

なケース・パイ・ケース・アプローチであった。

②コモン・ローに適合的なプライベート・セク

ターによる会計基準の設定に正統性および中立

性を付与し，かっ規範性を強化する必要から，

そのように設定された会計基準に法的根拠が与

えられるとともに，概念フレームワークが導入

された。

次に，近年のIASCおよび各国の会計基準設

定機関の動向を検討することを通じて，概念フ

レームワーク導入の意義に，会計基準の国際的

調和を達成することが含まれることが明らかに

なった。これは，コモン・ローの国に限った概

念プレームワークの導入の意義ではなく，コモ

ン・ロー的会計基準の設定の中で生まれた概念

フレームワークの公表という制度的要素を大陸

法の会計制度にも導入することを意味する。言

い換えれば，会計基準が法典化という形で演縛

的に設定される，すなわち，会計基準設定の基

礎に法学的とはいえ何らかの暗黙の概念フレー

ムワークがすでに存在する大陸法の会計制度

に，新たな概念フレームワークが導入されるこ

ととなる。そこで，大陸法の国において概念フ

レームワークが公表されるにあたって，概念フ

レームワークのもつ会計基準の設定における演

緯的アプローチは適合的であるといえるが，既

存の暗黙に存在する法学的概念フレームワーク

と導入される概念フレームワークとの調整は必

要となるであろう。また，大陸法の国で，プラ

イベート・セクターによる会計基準の設定の仕

組みが導入される場合には，プライベート・セ

クターによって設定された会計基準が法典化さ

れるのか，法典化されないとするならば，その

ように設定された会計基準がどのような形で法

的に支持されるのかということが検討されると

ともに，概念フレームワークの公表が検討され

ることとなる。
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